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検索

令和５年(2023年)12月定例会(12月６日～12月22日)

本会議（12/６～8、11）  一般質問、議案上程、採決（２面～４面・6面）
各常任委員会（12/12～15、21、22）  　　 　　　　議案・陳情審査等（５面）
本会議（12/22）　　　　　　　　　  委員長報告、議案上程、採決（６面）

●定例会の主な動き

・12月定例会では、19名の議員が一般質問を行いました。
・市長提出議案として、条例関係議案６件、補正予算議案４件、その他議 
 案10件を可決、人権擁護委員の候補者の推薦議案に同意しました。
・選挙管理委員会委員および同補充員の選挙を行いました。
・議員提出議案「パレスチナ自治区ガザ地区の早期平和実現を求める
  決議について」を可決しました。
・陳情２件を採択しました。

●定例会の概要

鎌倉市議会の1年
鎌倉市議会の令和５年（2023年）の主な活動をご案内します！

①本会議
　一般質問、議案上程、
　委員長報告、採決
②各常任委員会
　議案・陳情の審査など
③決算等審査特別委員会
　前年度決算の審査

10月～11月
常任委員会行政視察、
姉妹都市交流
議員研修会
「自治体ＤＸについて」

1月 議員研修会の様子
議会報告会のテーマは

『～市民みんなで考えよう～ 
子育て世代が鎌倉市に
もとめるもの』だったよ！

 新年度の予算を審議する定例会です。
①本会議
   一般質問、議案上程、代表質問、
   委員長報告、採決
②各常任委員会
　議案・陳情の審査など
③予算等審査特別委員会
　新年度予算の審査

２月定例会

決算等審査特別委員会

①本会議
　一般質問、議案上程、
　委員長報告、採決
②各常任委員会
　議案・陳情の審査など

6月定例会

①本会議
　議案上程、委員長報告、採決
②各常任委員会
　議案の審査

7月臨時会
緊急に議会の議決を必要と
する案件が生じたため開会

①本会議
　一般質問、議案上程、
　委員長報告、採決
②各常任委員会
　議案・陳情の審査など

12月定例会
9月定例会

・定期的に招集される議会の        
　会議のこと
・鎌倉市では年４回、２・６・
 ９・12月に開催
・市議会議員が市民の皆さまの
 考えを市政に反映するため、
 市民生活やまちづくりの
 いろいろな問題を審議します。

定例会とは？

１月の議員研修会は
「地震、災害情報、防災教育   
　について」だったのね!

本会議場

5月議会報告会

前年度の決算を審議する定例会です。
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※ゆめみらい＝夢みらい鎌倉
　日本共産党＝日本共産党鎌倉市議会議員団

公明党＝公明党鎌倉市議会議員団
銀河＝銀河鎌倉

自民党＝自民党・無所属の会
ネット＝神奈川ネットワーク運動・鎌倉

一般質問とは、市の事務や市が抱える課題等について市長などにただす
ものです。12月定例会では19名の議員が一般質問を行いました。
一般質問の全文は、2月上旬作成予定の本会議録に掲載します。図書館や
鎌倉市議会ホームページ内「会議録検索システム」でご覧ください。

ｍＲＮＡワクチンＤＮＡ混入問題について

無所属 長嶋　竜弘
質問…新型コロナワクチンへのＤＮＡ混入が確実な状況だがこの事実を市と
して把握しているのか。
健康福祉部長…市として調べた限りでは、国の見解としてＤＮＡが混入して
いる事について言及している資料は確認できていない。
質問…ＤＮＡ混入、特にがんウイルスＳＶ40プロモーター配列混入により、
変異を誘導し、発がん遺伝子を活性化することがわかっているが、この事実
を市として把握しているのか。
同部長…市として調べた限りでは、国の見解として発がん遺伝子「ＳＶ40プ
ロモーター配列」が入っているということについて言及している資料は確
認できなかった。

その他の質問：やる気なし一向に改善しない交通道路問題有事対応に
ついて、ＩＨＲ改定・パンデミック条約創設について

医療的ケア児支援・ケアラー支援条例について

無所属 竹田　ゆかり
質問…医療的ケア児支援法では「居住する地域にかかわらず等しく適切な支
援を受けられるようにすること…」としている。しかし鎌倉市には医療的ケ
ア児コーディネーターの配置がない。今後の予定は。
健康福祉部長…支援体制の整備をするために、医療的ケア児コーディネー
ターの配置について検討を進めている。
質問…18歳を過ぎた若者ケアラーは大人としてのケアを求められ、一方で社
会人としての責任を求められる。若者ケアラーの困難さについて、事業者の
理解を深めるために条例に特筆すべきではないか。
同部長…市では包括的に年齢の枠を超えた支援を行っていくという基本理念
がある。条例制定後は若者ケアラーも意識して支援に当たる。

その他の質問：校内フリースペース設置にあたって

人手不足、人口問題、ライドシェア

無所属 松中　健治
質問…人口問題は鎌倉市だけではなく、自分たちだけが良いという時代では
ない、人口減少等を市長はどう考えるか。
市長…移民政策や世界的な部分までは、市として計画はできていないが、今
後、まずは人手不足に取りかかっていかなければいけない。
総務部長…人口減少に伴う人手不足や国を挙げて進めている賃金引き上げ、
働き方改革の流れで市発注委託等も人件費上昇傾向だ。人件費等の上昇に
は注視しながら、財政運営に努める。
質問…ライドシェアについて、道路運送法78条の資料を提示し、鎌倉市内の
タクシー、バス等の運転手不足に早く体制を作るべきだ。
市長…今後の国、県等の状況を注視しながら取り組んでいく。

その他の質問：観光トイレと海浜トイレのシャワー分離、観光対策、
人件費高騰、資材高騰による建設費高騰

鎌倉市の公衆トイレについて

自民党 森　功一
質問…現在市内で55店舗の民間事業者にトイレ協力店としてトイレ貸し出
しにご協力いただいているが、その負担軽減のために補助金などを活用す
ることはできないか。
市民防災部長…制度の在り方の見直しやその他の支援策についても検討を
行う。
質問…誰もが気軽に利便性良く、また、防災面にも配慮したトイレを整備し
てほしいと考えるがいかがか。
市長…トイレは必要不可欠な施設であり、設置場所の必要性や有効性に加え
気軽に利用できるトイレ整備を目指す。

その他の質問：

本市が策定中のケアラー支援条例について

ネット 保坂　令子
質問…条例の中でケアラー支援推進計画については定めないのか。
健康福祉部長…支援施策は地域福祉計画に追加で位置付け、総合的・計画的
に実施し、取り組み同士の関係性も把握しやすくさせる。
質問…福祉総務課がケアラー支援を主管するとのことだが、別途市民の「気
づき」に対応する窓口の明確化が必要ではないか。
同部長…どこに相談すればよいのかわからないことがないよう、ケアラーに
係る相談の専門窓口の設置に向けて庁内で調整中である。
質問…ヤングケアラーの定義を高校卒業時点で区切ってよいのか。
同部長…若年であることに配慮した支援が18歳で途切れることがないよう、
関係機関とのつながりの維持も含め、対応していく。

その他の質問：2024年度の介護保険制度改定について、介護保険が直
面する危機と保険者である自治体としての取り組みについて

みんなのための市役所整備

ネット 井上　三華子
質問…新庁舎での災害時対応は立地面でどのように強化されるのか。
まちづくり計画部長…全ての行政区域に隣接し、発災後の市民生活をしっか
り支える本市の総合的な防災拠点を整備できる立地にある。
質問…市役所現在地にはどのような防災機能が整備されるのか。
同部長…津波避難ビルの役割を持たせるほか、現地災害対策本部として新庁
舎との２拠点体制を構築することも検討している。
質問…居場所や相談スペースなど子育ての機能の充実は大切であるが、新庁
舎と市役所現在地ではどのような機能を整備する予定か。
同部長…幅広い世代が安心して気軽に利用できる居場所や交流の場としての
機能を充実させることにも重点を置き検討を進める。

その他の質問：災害から身を守るための市役所移転、次世代につけを
残さないまちづくり

一般質問
主な 質  問  と  答  弁
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公園の遊具整備の進捗について

無所属 藤本　あさこ

質問…令和４年度に撤去した公園遊具について、来年度以降の具体的な設置
スケジュールを教えていただきたい。
都市景観部長…現在、予算の調整中で明確な基数は答えられないが、できる
だけ多くの基数を更新していきたい。
質問…鎌倉市は「こどもまんなか応援サポーター」宣言をしたが、子どもたち
が伸び伸び遊ぶ公園遊具が提供できていない。公園遊具設置について十分
な予算を確保し迅速に対応していただきたい。大人視点ではなく子ども視
点での早期の対応を要望したい。
市長…十分な公園遊具を提供できておらず申し訳ない。早期に解消するため
引き続き取り組んでいく。

その他の質問：女性の起業支援について

まちづくり、防災対策、健康診査について

公明党 納所　輝次

質問…深沢地区土地区画整理事業認可後の流れは。
まちづくり計画部長…令和21年までの事業期間で、土地区画整理審議会を設
置して事業展開する。令和６年度から準備工事に入る。
質問…湘南モノレール湘南深沢駅のバリアフリー化は。
同部長…ＵＲ都市機構と工程調整ができれば湘南モノレールが駅のバリアフ
リー化の実施設計に取りかかる予定になっている。
質問…市役所新庁舎整備計画の市民との合意形成の見通しは。
市長…様々な機会を捉え説明を重ね、一定の理解が得られてきたと思ってい
る。現在地を鎌倉庁舎として活用し、災害時には深沢と鎌倉の２拠点体制を
確立するなどにより、市民の理解を求めていく。

その他の質問：防災備蓄品管理と避難標識の標準化、乳がん健診のエ
コー検査導入と健診のデジタル化について

鎌倉市はＰＦＡＳ問題をどう認識するのか

日本共産党 武野　裕子

質問…有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による健康被害が全国で懸念されてい
る。①市内の消防施設のＰＦＡＳを含む泡消火剤状況は。②一部の民間駐車
場にある泡消火剤の交換促進は。
消防長…①廃棄を完了、②早期交換を促している。
質問…ＰＦＡＳが環境中に出される経路は主に工場、軍事基地、ごみ・下水処
理場。以下３点を求める①駐車場のＰＦＡＳの交換に市が補助を②下水処
理後の河川の水質調査③市民への情報の提供。
市長…①関係機関と連携し検討する②県の動向を踏まえ必要に応じて要請す
ることを研究する。
環境部長…③ホームページで情報を発信する。

その他の質問：

ごみ問題について（戸別収集について）

日本共産党 吉岡　和江

質問…名越焼却施設は2025年で稼働停止、10年間は逗子で焼却、その後は逗
子の焼却施設は使用しない。逗子の受け入れは１万トン。本市の燃やすごみ
は約２万トンで残りは他市での処理となる。戸別収集は台数の増加、費用負
担増になる。燃やすごみの４割を占める生ごみ資源化施設の見通しもない。
安定的処理の見通しがない中で、強行すれば禍根を残す。なぜ今、戸別収集
なのか。
市長…集積所での収集に伴う様々な負担軽減が実施目的。高齢化等の社会情
勢の変化により将来、集積所の維持管理が難しくなる見込み。社会情勢に応
じた収集体制と安定的処理は持続可能な処理体制の両輪。実施準備に時間
を要し、今のうちから体制構築が必要。

その他の質問：村岡新駅深沢まちづくり一体開発について

歴史的文化資源の活用について

銀河 岡田　和則

質問…観光客は今後増える。観光客分散化では材木座方面の日本遺産の構成
遺産など観光資源の発掘を考えてはどうか。
市民防災部長…材木座方面を含め観光資源の発掘や磨きを行うために日本遺
産事業構成文化財の積極活用など鎌倉の魅力を伝えていく。
質問…鎌倉十井など管理の手法の検討はどうか。
教育文化財部長…所有者や地域の連携など手法を模索する。
質問…内藤家墓地の維持・保全を含めて協力してほしい。
同部長…史跡の価値の維持や保存に係る修理等は市の補助金が活用できるの
で光明寺と適正管理について協議する。

その他の質問：電子地域通貨について、介護医療院について

多様性のある教育とは？

自民党 後藤　吾郎

質問…令和７年に学びの多様化学校が開設するとのことだが、社会全体が多
様化する中で、子ども達を支援していく「学びの場づくり」を民間との連携
含めてどのように今後取り組むのか伺う。
教育文化財部長…本市の学びの多様化学校は全国初の分校型となる見込み。
これまでも通常学級のほか特別支援学級、通級指導教室での指導、教育支援
教室ひだまりなど、連続性のある多様な学びの場の確保に加え、各企業等と
連携してかまくらＵＬＴＬＡプログラム、オンライン学習プログラムなど
を実施している。また、今後は校内フリースペースを全ての小・中学校に設
置していくほか、民間のフリースクール等ともしっかりと連携を図ってい
きたい。

その他の質問：オーバーツーリズム対策　政府からの支援対象を提示、
既存のカメラを用いたERP導入や入場料課金、予約制入場などを要望

幼児教育の諸問題への対応

ゆめみらい 前川　綾子

質問…発達支援を必要とするお子さんへは、早期訓練・早期対応・グループ指
導が有効であり、実践されていると思うが。
こどもみらい部長…乳幼児、就園年齢前、就園児と３種類のグループを対象
に、８人程度の小グループに分かれ、２週に１回、年間10回程度行っている。
質問…幼・保・園と発達支援室の連携は。
同部長…発達支援室の職員が各園を訪問し、実際に観察した上で助言してい
る。巡回相談は年約120回、約300人の児童について助言。
質問…各園で発達支援コーディネーターが養成されているが。
同部長…市内34園、49名の職員が講座を終了、充実を図りたい。

その他の質問：かまくらっ子発達支援サポーター養成講座の実施状況、
通園の安全確保、遊び場の充実について、幼保園と小学校の連携
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福祉避難所の整備状況について

ゆめみらい 中里　成光
質問…鎌倉市では小・中学校に開設される避難所に加え、必要に応じて福祉
避難所が開設されることになっている。その福祉避難所の設置予定場所、マ
ニュアル等の整備および訓練の実施状況を伺う。
健康福祉部長…福祉避難所は特別な配慮が必要な方のうち避難所での生活が
著しく困難な方が避難する施設としており、神奈川県立鎌倉支援学校およ
び市内老人福祉センター５カ所の合計６カ所を設置予定場所としている。
福祉避難所の運営については福祉避難所運営に関するガイドラインおよび
福祉避難所運営マニュアルを整備するとともに、開設運営訓練を実施し、実
際の運営時に混乱しないよう準備しているところである。

その他の質問：避難所の猛暑対策について、トイレトレーラーの整備
状況について、 電気自動車の支援について、アウトドア用品の活用

大船駅東口ペデストリアンデッキの長寿命化

銀河 くりはら　えりこ
質問…２階部分の上屋が腐食している部分の修繕も必要だと考えるが。
都市整備部長…一部腐食している箇所については部分塗装の塗り替えで対応
する。レベルⅢ早期措置段階である線路側のＡデッキの修繕を先行して行
い、県道側のＢデッキの修繕と合わせて実施予定。
質問…今後、ペデストリアンデッキ等の道路施設の健全性の区分が、レベル
Ⅳ緊急措置段階やレベルⅢとなる以前の、レベルⅡ予防保全段階で修繕す
る方がコスト縮減されるが、今後の方針を伺う。
同部長…現在、道路施設については事後保全型管理で対応している。今後、レ
ベルⅢの対策が完了した際にはレベルⅡ等の施設を対象に修繕を行う予防
保全型管理へ移行する。

その他の質問：インクルーシブ教育と多様な学びの場づくり、
歴史文化芸術の振興事業、市役所の課題と取り組み

新交通システムの整備

無所属 くり林　こうこう
質問…市民の足として、また渋滞対策として、公有地でのシェアサイクル設
置を検討できないか。近隣市町村では積極的に進められており、鎌倉市では
まだ一つも設置されていない。
共生共創部長…新たな移動手段の一つと考えている。公有地利活用に関する
法令等の整理に向けて、庁内関連課と調整していく。
質問…2024 年問題に関連して、市内のバスやタクシーの輸送に影響が出る可
能性がある。鎌倉市は対策を打てているのか。
まちづくり計画部長…事業者に対する直接的な働きかけはしていないが、新
交通システムの検討、福祉事業者による送迎車を利用した地域貢献活動な
ど、交通不便地域の解消や外出支援の検討を進めている。

その他の質問：鎌倉の歴史伝統文化、電子決済の普及、鎌倉市内のベン
チャー企業支援

観光振興と地域の安全安心について

ゆめみらい 日向　慎吾
質問…観光振興と市民生活への影響緩和を両立するため、「鎌倉観光混雑
マップ」の拡充が必要であると考えるが、いかがか。
市民防災部長…より快適な観光に役立てるためにも、表示エリアや未来の混
雑予測などの機能の拡充は必要と考えており、今後もシステムの利便性を
高めてまいりたい。
質問…外国人観光客に対して、マナーも含めて事前に確認してもらうために
も、外国語ホームページの改修が必要ではないか。
同部長…鎌倉観光公式ガイドのページについては日本語での案内のみとなっ
ており、外国人観光客に向けて、ページを新たに作成することで利便性が図
れるよう、整備を進めていきたい。

その他の質問：市が設置する防犯カメラについて、地域行事の保存と
継承について（補助金等の制度・文化財指定の促進）

教育の多角性

無所属 千　一
質問…インクルーシブ教育、いじめ、不登校、特別支援学校に通う必要のある
子どもなど様々な問題があるが、これらについて教育長はどう考えるか。
教育長…学校が目指すところは一人一人の児童・生徒が自分の良さや可能性
を認識するとともに、他者を尊重し、持続可能な社会や共生社会のつくり手
となっていくことを目指す場であると考えている。

その他の質問：防災対策に使える助成金などの制度化を、道をもっと
きれいに

鎌倉の観光政策に関して

公明党 児玉　文彦
質問…本市は欧州連合都市間協力プロジェクトで連携している伊ベネチアが
開始するオーバーツーリズム対策（観光客入場料請求）を参考に、鎌倉市民
の安心・安全な暮らしに還元できる市の税収アップの観点からも、鎌倉版
「観光税」の実証実験トライアルを検討すべきでは。
市民防災部長…オーバーツーリズムという共通の課題を持つ世界的観光都市
ベネチアとは意見交換を行うなど対策を模索している。ベネチアでの観光
客からの料金徴収に関しては動向を注視しており、税に限らず観光施設の
受益者負担も検討していく。

その他の質問：
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12月13日、22日開催　審査した内容（議案１件、陳情１件、報告事項４件） 12月15日開催　審査した内容（議案６件、陳情３件、報告事項５件）

12月14日 審査した内容（議案６件、陳情２件、報告事項10件） 12月12日開催 審査した内容（議案５件、報告事項10件）

市民環境常任委員会
建 設 常 任 委 員 会

総 務 常 任 委 員 会
教育福祉常任委員会

市では、子ども・子育て支援施策の充実および推進を図るため、令和２年（2020
年）４月から令和７年（2025年）３月までを計画期間とする第２期鎌倉市子ども・
子育てきらきらプランを策定し、個別の施策を進めてきましたが、国が掲げた「こ
どもまんなか社会」の実現に向け、さらなる充実および推進を目指し、次の六つの
視点から新たな施策の検討を行っているとのことです。

委員会では、報告事項について了承されました。

市では、現在、歴史的風土保存区域などの地域制緑地を対象に、市が予算の範囲内で
土地所有者に代わって伐採や枝払い等の管理を行う「樹林管理事業」を実施しています
が、様々な課題が生じてきていることから、制度の見直しを検討しているとのことです。
制度の再構築案としては、「樹林管理事業」を、土地所有者が行う維持管理の費用を助成

する「民有緑地維持管理助成事業」へ統合することを検討しており、今後、要綱改正等の制
度設計に係る準備を進め、令和７年度をめどに制度の統合を目指していくとのことです。
なお、制度の移行による影響への対応として、これまで樹林管理事業の対象だった方

への助成率の設定や申請者が行う発注業務への支援などを予定しているとのことです。
委員会では、報告事項について了承されました。

市では現在、クリーンステーション収集を取り巻く諸課題の解決
につながる持続可能な収集の在り方の一つとして、戸別収集の実
施に向けた検討が行われています。
これまで、近隣の先進自治体を視察し、安定した収集が実現でき
ていること、ごみや資源物の排出時に使用する容器が景観に大き
な影響を与えるとは言えないことを確認するとともに、ふれあい
地域懇談会、自治・町内会説明会および鎌倉市廃棄物減量化等推進
員会合において、改めて実施検討に至った背景と理由を説明し、施
策の必要性に対する理解醸成に努めたとのことです。
また、経費の抑制、効率的な収集体制の構築、戸別収集実施計画の
策定、収集品目などについての検討や、全体経費の試算を行うな
ど、さまざまな取り組みを実施してきたとのことです。
今後は、廃棄物減量化及び資源化推進審議会において方針素案の
審議を行った上で、パブリックコメントを実施し、頂いた意見に対
する考え方の取りまとめや意見の反映について検討した後、審議
会からの答申を受けて、市の方針を確定するとのことです。
委員会では、報告事項について了承されました。

本議案は、鎌倉市鏑木清方記念美術館の指定管理者を、令和６年（2024年）４月
１日から令和11年（2029年）３月31日までの５年間、「公益財団法人鎌倉市芸術文
化振興財団」に指定するものです。
指定管理者については、著作権者の意向を考慮し、公募を行わず、指名により同

財団を選定することとし、選定に当たっては、文化施策、文化芸術、経営財務のそれ
ぞれの分野を専門とする５人の有識者等で構成された選定委員会における書類審
査と、同財団によるプレゼンテーションおよびヒアリングを実施し、審査の結果、
次期指定管理者として適格であると判定され、選定されたとのことです。
委員会では、採決の結果、総員の賛成により可決されました。

陳情第25号 　鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
陳情第26号 　鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
本陳情は、本市には犯罪被害者支援に特化した条例がなく、万が一市民が被害者

になった場合、他自治体の対応より不利益を被らないよう条例の制定を求めるとい
うものです。
市によれば、県内の九つの市町が犯罪被害者等の支援に特化した条例を制定し、

当該条例が犯罪被害者の回復に大きな役割を果たしているとのことです。また、県
の支援策も、現行の生活資金の貸付制度から見舞金制度へ切り替えていくことや
市町村への財政支援を検討していることなどが報道されており、本市としては、県
の動向を踏まえながら、犯罪被害者等支援条例の制定に向けて検討を進めていく
との説明がありました。
委員会では、犯罪被害者への支援は国と地方公共団体の責務であり、早い時期に

条例の制定を望むという意見があり、採決の結果、いずれの陳情も総員の賛成によ
り採択されました。

常任委員会
審査の一部を紹介します

報告事項　戸別収集の検討状況について 議案第59号　指定管理者の指定について

報告事項　民有緑地の維持管理支援制度の再構築について 報告事項 「こどもまんなか社会」の実現に向けた施策の検討状況について

◆制度の再構築による主な変更点

①待機児童対策の充実・強化
★新たな施設の整備、保育士への新たなインセンティブなど
②切れ目ない伴走、支援を要する方々への積極的アプローチ
★子育て家庭が身近な場所で相談できる場の創設、未就園児童を持つ家庭
　　への訪問、（仮称）腰越子育て支援センターの設置など
③障害、医療的ケア児等、複雑化するニーズへの対応
★障害児サービスの費用負担の軽減、医療的ケア児やその家族が適切な支
　　援を受けられるようなコーディネーターの配置など
④貧困の連鎖を断ち切るための支援強化
★遺族卒業祝金などの増額、ひとり親家庭への夏休み期間中の食事支援など
⑤青少年の居場所づくりのさらなる推進
★冒険遊び場の充実、鎌倉青少年会館の環境改善、わかたま（自習スペー　
　　ス）の拡充など
⑥必要な情報にアクセスしやすくなるようホームページ等、情報発信の充実
★ホームページの改修、子どもの居場所Ｍａｐの作成など

項目 樹林管理事業

事業概要 市が予算の範囲内で樹林管理を
行う。

土地所有者が行う維持管理の費用を助成
する。

申請者の
費用負担
募集年次

民有緑地維持管理助成事業  

募集期間
と

作業実施
期間
対象範囲
対象作業

なし

地域ごとに３年に１回の募集
①７月頃から申請受付を開始
②翌年１月～３月に作業実施

建物と接しているところに限定

事業費の１/２を助成
（助成額の上限は100万円）
毎年の申請が可能

枝払い、伐採、倒木処理
森林全体を対象とし、間伐も可能

①年度当初から申請受付を開始
②６月頃から枝払い等の作業に
着手でき、台風シーズンへの備えが可能

枝払い、伐採、竹伐採、倒木処理

令和７年度の
制度の統合を検討

12月定例会では、 18 件の陳情が提出されました。そのうち、 12 件を全議員
に配付し、６件を各常任委員会に付託し審査を行いました。
付託した６件のうち、１件を継続審査、 １件を議決不要 、 本会議において
２件を採択 、 ２件を不採択としました。
採択した陳情の要旨および結果は次のとおりです。

【採択した陳情】
　陳情第25号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
陳情の要旨　本陳情は、本市には犯罪被害者支援に特化した条例がなく、
　　万が一市民が被害者になった場合、他自治体の対応と比較して不利益を
　　被らないよう条例の制定を求めるものです。
総務常任委員会、本会議ともに総員の賛成により採択しました。
　陳情第26号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
陳情の要旨　本陳情は、本市には犯罪被害者支援に特化した条例がなく、
　　万が一市民が被害者になった場合、他自治体の対応と比較して不利益を
　　被らないよう条例の制定を求めるものです。
総務常任委員会、本会議ともに総員の賛成により採択しました。

【不採択とした陳情】
　陳情第27号 鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情
　陳情第29号 「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協議の陳情

陳情の議決結果
パレスチナ自治区ガザ地区の早期平和実現を求める決議

パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム武装組織ハマスとイスラエル軍
との武力衝突が始まり、既に２か月以上が経過している。この武力衝突により、双方の一
般市民、特にガザ地区の子供たちに大きな犠牲が生じていることは極めて悲しい状況で
ある。 11 月 24日から数日間、一時停戦と人質の一部解放が実現したが、事態の完全終息
には至っていない。
11月８日に日本が議長国として開催されたＧ７（先進７か国）外相会合では、テロ攻撃
を断固として非難することや、人質の即時解放を求めることを確認するとともに、ガザ
地区の人道危機に対処するため、戦闘休止を支持するなどの緊急声明を発表した。また、 
11 月 15 日には国連安全保障理事会が緊急会合を開き、ガザ地区の人道的状況改善のた
め、戦闘休止と人質の即時解放を求める決議を採択した。
イスラエル・パレスチナ問題はこれまでの長い歴史・経緯から、状況が複雑化し、これ
まで幾度となく武力衝突が発生している。しかし、いかなる理由があろうとも、一般市民
への攻撃と非人道的行為は正当化できるものではない。
本市議会としては、世界平和を希求する「平和都市宣言」鎌倉として、現在の深刻な事態
の早期沈静化と人道的状況を改善し、ガザ地区の平和が早期に実現することを求める。
以上、決議する。
令和５年（2023 年） 12 月 11 日

鎌　　倉　　市　　議　　会

可決した決議 12月定例会では、次の決議に係る
議会議案を可決しました。

◆

◆

◆
◆
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ま
ず
は
、手
に
取
っ
て
い
た

だ
く
議
会
だ
よ
り
、そ
の
た
め

に
一
面
か
ら
ガ
ラ
ッ
と
変
え
ま

し
ょ
う
と
題
字
を
含
め
て
検
討

し
て
い
ま
す
。読
み
や
す
く
、分

か
り
や
す
く
、だ
け
ど
、あ
れ
も

こ
れ
も
と
な
り
が
ち
で
す
が
、

そ
こ
は
コ
ン
パ
ク
ト
に
、ま
ず

は
市
民
の
皆
さ
ま
方
に「
見
て

い
た
だ
く
」を
議
会
広
報
委
員

み
ん
な
の
総
意
と
し
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。と
い
っ
て
も
随

所
に
工
夫
が
生
き
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

今
年
は
年
初
か
ら
震
度
７
の

能
登
半
島
地
震
や
翌
日
に
救
援

物
資
を
塔
載
し
た
海
保
機
と
Ｊ

Ａ
Ｌ
旅
客
機
が
衝
突
と
い
う
痛

ま
し
い
事
件
が
立
て
続
け
に
起

こ
り
ま
し
た
。

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、お

悔
や
み
と
お
見
舞
い
申
し
あ
げ

ま
す
。

　
　
　

議
会
広
報
委
員　

　

岡
田 

和
則

編
集
後
記

編
集
後
記

12
月
定
例
会
で
は
、議
員
か

ら
１
件
の
議
案
が
、市
長
か
ら
21

件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び
議

会
に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　パ

レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
地
区
の

早
期
平
和
実
現
を
求
め
る
決
議

に
つ
い
て【
議
会
議
案
第
５
号
】

 （ 

詳
細
は
５
面
に
掲
載 

） 

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

山
崎
浄
化
セ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
等

広
場
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
65
号
】

令
和
６
年
度
以
降
に
予
定
し
て

い
る
深
沢
地
域
整
備
事
業
用
地
の

土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
い
、
令

和
６
年
１
月
を
も
っ
て
深
沢
多
目

的
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
ス
ポ
ー
ツ
利

用
を
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

代
替
地
と
し
て
、
山
崎
浄
化
セ
ン

タ
ー
の
敷
地
の
一
部
を
、
地
方
自

治
法
第
14
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

ス
ポ
ー
ツ
等
広
場
と
し
て
公
の
施

設
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
６

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、

令
和
９
年
３
月
31
日
に
そ
の
効
力

を
失
う
旨
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て 【
議
案
第
68
号
】

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る

た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
世

帯
に
出
産
す
る
予
定
の
被
保
険
者

ま
た
は
出
産
し
た
被
保
険
者
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
の

世
帯
主
に
対
し
て
賦
課
す
る
国
民

健
康
保
険
料
の
う
ち
、
出
産
被
保

険
者
の
産
前
産
後
期
間
に
係
る
所

得
割
額
お
よ
び
均
等
割
額
を
減

額
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
ほ
か
、
引
用
条
項
の
整
備
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
、
令
和
６
年

１
月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
学
校
給
食
費
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て 【
議
案
第
69
号
】

昨
今
の
物
価
高
騰
に
よ
る
小

学
校
給
食
の
食
材
料
費
の
上
昇
に

対
応
す
る
た
め
、
学
校
給
食
費
の

上
限
額
を
月
額
４
５
０
０
円
か
ら

月
額
４
８
０
０
円
に
改
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
75
号
】

戸
籍
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

新
た
な
事
務
と
し
て
追
加
さ
れ

る
、
戸
籍
謄
本
等
の
広
域
交
付
、

戸
籍
等
電
子
証
明
書
提
供
用
識

別
符
号
の
発
行
、
届
書
等
情
報
内

容
証
明
書
の
交
付
等
の
手
数
料
に

つ
い
て
、
国
が
定
め
る
標
準
額
に

準
拠
し
て
定
め
る
ほ
か
、
規
定
の

整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
、

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

【
議
案
第
70
号
】

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
へ

の
繰
出
金
、
今
泉
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
ご
み
ピ
ッ
ト
内
清
掃
等
業
務

委
託
料
、
有
害
鳥
獣
駆
除
等
業
務

委
託
料
、
滑
川
有
料
公
衆
ト
イ
レ

解
体
工
事
請
負
費
お
よ
び
中
学

校
給
食
賄
い
材
料
費
な
ど
の
追
加

を
す
る
一
方
、
鎌
倉
海
岸
下
水
道

排
水
設
備
等
設
置
工
事
請
負
費

お
よ
び
第
一
中
学
校
通
学
路
の
り

面
整
備
工
事
請
負
費
な
ど
の
減
額

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
歳
入

歳
出
と
も
に
２
億
６
８
７
万
１
千

円
を
減
額
し
、補
正
後
の
総
額
は
、

６
８
４
億
２
６
４
４
万
９
千
円
と

な
り
ま
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
） 【
議
案
第
71
号
】

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

が
予
定
さ
れ
て
い
る
介
護
保
険
制

度
の
見
直
し
に
対
応
す
る
た
め
、

介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
の
改
修
委
託

業
務
に
必
要
な
経
費
を
追
加
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
と

も
に
５
５
１
万
２
千
円
を
増
額
し
、

補
正
後
の
総
額
は
、
１
８
９
億
５

６
１
１
万
２
千
円
と
な
り
ま
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
） 【
議
案
第
72
号
】

大
塚
川
排
水
区
の
公
共
下
水

道
雨
水
築
造
工
事
に
お
い
て
、
施

工
区
間
の
延
長
を
行
う
た
め
、
建

設
改
良
費
を
追
加
す
る
も
の
で
、

資
本
的
収
入
・
資
本
的
支
出
と

も
に
９
２
０
万
円
を
追
加
し
、
補

正
後
の
総
額
は
、
資
本
的
支
出
が

35
億
７
４
０
０
万
５
千
円
と
な

り
ま
す
が
、
資
本
的
収
入
か
ら
資

本
的
支
出
を
差
し
引
い
た
不
足

額
に
つ
い
て
、
減
債
積
立
金
お
よ

び
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資

金
か
ら
補
塡
す
る
た
め
、
財
源
に

つ
い
て
補
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

【
議
案
第
73
号
】

低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金
の

支
給
に
係
る
経
費
、
民
間
保
育
所

等
給
食
費
・
光
熱
費
補
助
金
、
医

療
機
関
等
光
熱
費
等
支
援
金
の

支
給
に
係
る
経
費
、
農
業
従
事
者

に
対
す
る
肥
料
等
高
騰
支
援
補

助
金
、
水
産
業
従
事
者
に
対
す
る

燃
料
費
高
騰
支
援
補
助
金
、
公
衆

浴
場
設
備
整
備
費
等
補
助
金
、
鉄

道
事
業
者
電
力
価
格
高
騰
対
策

補
助
金
、
市
営
住
宅
集
約
化
事
業

委
託
料
お
よ
び
私
学
助
成
幼
稚

園
給
食
費
補
助
金
の
追
加
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
と

も
に
14
億
５
３
８
８
万
４
千
円
を

増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は
、
６

９
８
億
８
０
３
３
万
３
千
円
と
な

り
ま
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
う
候
補
者
と
し
て
、
次
の
方

を
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
議
会
で
は
総
員
の
賛
成

に
よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

山
田　

隆
二
氏

眞
壁　

成
子
氏

曽
根　

民
子
氏

菱
田　

惠
子
氏

加
藤　

三
惠
子
氏

村
上　

史
氏

植
松　

育
子
氏

波
多　

周
氏

任
期
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日

か
ら
３
年
間
で
す
。

《
議
員
提
出
議
案
》

《
市
長
提
出
議
案
》

《
人
事
案
件
》

補
　
正
　
予
　
算

12
月
定 

例 

会

条

例

関

係

議

案

　

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
お
よ
び

同
補
充
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
当

選
し
た
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
委
員
】

門
河　

通
憲
氏

奥
津　

淑
子
氏

麻
生　

孝
子
氏

關
本　

和
臣
氏

【
補
充
員
】

林　
　

康
弘
氏

西
岡　

正
江
氏

吉
田　

智
子
氏

石
川　

裕
一
氏

選
挙
管
理
委
員
会

委
員
等
の
選
挙

人
権
擁
護
委
員

議決された主な議案等
無

所

属

銀

河

鎌

倉

神

奈

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運

動
・
鎌

倉

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

公

明

党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

自

民

党
・

無
所
属
の
会

夢
み
ら
い
鎌
倉

　
長
嶋
　
竜
弘

　
竹
田
　
ゆ
か
り

　
藤
本
　
あ
さ
こ

◎
吉
岡
　
和
江

◎
保
坂
　
令
子

◎
く
り
は
ら
　
え
り
こ

◎
大
石
　
和
久

◎
志
田
　
一
宏

　
日
向
　
慎
吾

　
出
田
　
正
道

◎
中
里
　
成
光

　
池
田
　
　
実

　
前
川
　
綾
子

　
後
藤
　
吾
郎

　
く
り
林
　
こ
う
こ
う

　
千
　
　
　
一

　
松
中
　
健
治

※12月定例会では、市長提出議案21件、議員提出議案１件、陳情４件の採決を行いました。
※下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する２人
以上の議員で構成されます。

※会派に属する議員は代表質問を行うことができます。
また、議会運営委員会や予算・決算等特別委員会の委員
となることができます。

会 派 名

議 員 名 ※◎は会派の代表者
※池田実議員は議長のため、採決には参加していません。

主 な 議 案 等 議決結果
第65号 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決

可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第70号

令和５年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第71号

令和５年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第２号） 可決

可決

第72号

令和５年度鎌倉市一般会計補正予算（第７号）
（低所得世帯支援給付金の支給に係る経費の追加ほか）第73号

パレスチナ自治区ガザ地区の早期平和実現を求める決議について 可決第 5 号

鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
(鎌倉地区被害者支援ネットワーク) 採択第25号

鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
(大船地区被害者支援ネットワーク） 採択第26号

第27号 鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情 不採択 － － － － － － － － － － ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

条
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正
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算
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井
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岡
田
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第69号 鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
令和５年度鎌倉市一般会計補正予算（第６号）
(第一中学校通学路のり面整備工事請負費の減額ほか）

○：賛成　　－：反対　　欠：欠席
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